
給実甲第１３７８号 

令和８年２月２７日 

 

 

 

人 事 院 事 務 総 長 

 

給実甲第９３４号の一部改正について（通知） 

 

給実甲第９３４号（運賃等の値上げ等、在宅勤務等手当の支給又は通勤所要回

数の変動に伴う通勤手当に係る届出の取扱いについて）の一部を下記のとおり改

正したので、令和８年４月１日以降は、これによってください。 

 

記 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改   正   後 改   正   前 
  

各庁の長（一般職の職員の給与に

関する法律（昭和２５年法律第９５

号。以下「給与法」という。）第７

条に規定する各庁の長又はその委任

を受けた者をいう。第４号において

同じ。）は、次の各号のいずれかに

該当する場合で、職員の勤務官署に

変更が生じないときは、人事院規則

各庁の長（一般職の職員の給与に

関する法律（昭和２５年法律第９５

号。以下「給与法」という。）第７

条に規定する各庁の長又はその委任

を受けた者をいう。第４号において

同じ。）は、次の各号のいずれかに

該当する場合で、職員の勤務官署に

変更が生じないときは、人事院規則



９―２４（通勤手当）（以下「規

則」という。）第３条の規定による

届出（以下「届出」という。）に代

わる適宜の措置をもって届出があっ

たものとして取り扱うことができる

ものとする。 

一 職員が利用するものとされてい

る交通機関等の運賃等の値上げ又

は値下げ（以下「値上げ等」とい

う。）が行われた場合で、当該値

上げ等の後も引き続き当該交通機

関等を利用することとなる職員に

ついて、次に掲げる通勤手当の区

分に応じ、それぞれ次に定める月

から値上げ等の後の運賃等の額を

基礎として通勤手当の額を算出す

ることとなるとき。 

イ 定期券（規則第４条第１項に

規定する定期券をいう。）を使

用することが最も経済的かつ合

理的であると認められる交通機

関等に係る通勤手当（ハに掲げ

るものを除く。） 当該通勤手

当に係る支給単位期間（給与法

第１２条第９項に規定する支給

単位期間をいう。）に係る最後

９―２４（通勤手当）（以下「規

則」という。）第３条の規定による

届出（以下「届出」という。）に代

わる適宜の措置をもって届出があっ

たものとして取り扱うことができる

ものとする。 

一 職員が利用するものとされてい

る交通機関等の運賃等の値上げ又

は値下げ（以下「値上げ等」とい

う。）が行われた場合で、当該値

上げ等の後も引き続き当該交通機

関等を利用することとなる職員に

ついて、次に掲げる通勤手当の区

分に応じ、それぞれ次に定める月

から値上げ等の後の運賃等の額を

基礎として通勤手当の額を算出す

ることとなるとき。 

イ 定期券（規則第４条第１項に

規定する定期券をいう。）を使

用することが最も経済的かつ合

理的であると認められる交通機

関等に係る通勤手当（ハに掲げ

るものを除く。） 当該通勤手

当に係る支給単位期間（一般職

の職員の給与に関する法律（昭

和２５年法律第９５号。以下



の月の翌月 

 

 

 

ロ （略） 

ハ 規則第１９条第４項に掲げる

通勤手当 同項に定める期間に

係る最後の月の翌月 

二～四 （略） 

「給与法」という。）第１２条

第８項に規定する支給単位期間

をいう。）に係る最後の月の翌

月 

ロ （略） 

ハ 規則第１６条第４項に掲げる

通勤手当 同項に定める期間に

係る最後の月の翌月 

二～四 （略） 
  

 

以   上 


